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指定障害児通所支援事業所　管理者　様

相模原市長　本村　賢太郎
（公印省略）


　　　指定障害児通所支援事業所が単位分けを行った場合の各単位の加算の取扱い
の変更について（通知）

日頃から、本市の障害福祉行政の推進につきまして、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、市内の指定障害児通所支援事業所が単位分けを行った場合の各単位の加算の取扱いにつきまして、次のとおり運用を変更いたしますので、お知らせいたします。
事業者の皆様には、お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

【変更内容】
基準の人員に加えた従業者の配置等により、取得できる児童指導員加配加算及び専門的支援加算について、厚生労働省報酬告示上には、単位分けをしている場合の運用について、特段明記されておりません。
請求の審査を行う上で、利用児童がどの単位を利用しているかの判別が困難なため、誤った請求とならないよう、相模原市では事業者の皆様に、単位ごとに従業者の配置等により加算が異なる場合には、いずれかの単位の加算の低い方に合わせて請求するよう、お願いをしておりました。
[bookmark: _GoBack]この度、再度、他自治体の運用を確認し、検討を行った結果、相模原市でも、単位毎に異なる加算で算定できるよう、令和６年１月提供分（２月請求分）から運用を変更することといたします。
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